
※記事の問い合わせは　総務課82ー1221・企画財政課82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1226・保健衛生課82ー1777
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　　　            ７月の休日当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。
   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。�

日　時　７月１７日（火）

　　　　午後１時～３時まで

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1221

農地を農地以外に使用する場合には許可が必要です！

　　　　  乳　幼　児　健　康　診　査
　
日　時　７月１７日（火）　午後１時～１時３０分受付
場　所　保健センター
対象者　３～４ヶ月児　：平成３０年　２月１６日～平成３０年　４月１７日
　　　　６～７ヶ月児　：平成２９年１１月１６日～平成３０年　１月１７日
　　　　９～１０ヶ月児：平成２９年　８月１６日～平成２９年１０月１７日
　　　　１歳６ヶ月児　：平成２８年１１月１６日～平成２９年　１月１７日
　　　　２歳６ヶ月児　：平成２７年１１月１６日～平成２８年　１月１７日
　　　　３歳６ヶ月児　：平成２６年１１月１６日～平成２７年　１月１７日
持ちもの
　　　　３～４ヶ月児、６～７ヶ月児、９～１０ヶ月児：母子手帳、問診票、
　　　　バスタオル
　　　　１歳６ヶ月児、２歳６ヶ月児、３歳６ヶ月児：母子手帳、問診票、
　　　　普段使っている歯ブラシとコップ、、バスタオル
　※バスタオルは診察時に使います。
　※前回受診できなかった方もお出かけください。
　※対象者には個別通知いたします。
問合せ　保健センター　 ８２－１５５７

　１日　こどもクリニック  いとう小児科（小児科） 東松山市　　  34-4145
　８日　上野診療所（内科・循環器科）　　　　　 川島町   049-297-6633
１５日　上野医院（内科・外科）　　　　　　　　 滑川町　　  　56-2508
１６日　吉田産婦人科内科医院　　　　　　　　　 東松山市　　  24-1002
　　　　　　　　　（産婦人科・内科・小児科）
２２日　村山内科小児科クリニック　　　　　　　 東松山市　　  39-3483
　　　　　　　　　（内科・小児科）
２９日　つかさクリニック（内科・小児科）　　　 東松山市　　  31-1450

　 食中毒の発生しやすい季節です。ご注意を！
　生や加熱不足の肉を原因とした食中毒は毎年発生しています。特に、暖かく
湿度が多いこの時期は、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌（Ｏ１５７、Ｏ
１１１）などの細菌を原因とした食中毒が発生しやすくなります。
○食中毒予防の基本は手洗い
　こまめに爪の間まで、石けんでしっかりと洗いましょう。
○肉の生食は避け、中心部まで十分に加熱
　流通している生肉の大部分は細菌が付着しているため、肉の生食は避け、中
心部まで十分に加熱しましょう。特に、子どもや高齢者は、注意しましょう。
○生肉を扱う箸やトングは専用
　焼肉やバーベキュー等、生肉を取り扱うトングや箸は専用のものを使い、食
べる際には、必ず別の清潔な箸を使用しましょう。
問合せ　東松山保健所　生活衛生・薬事担当　 ２２－０２８０

 小児慢性特定疾病医療費支給継続申請の受付開始 
　現在受給者証をお持ちで引き続き治療が必要な２０歳未満の方の保護者に支
給します。
期　　日　６月１５日(金)～７月３１日(火)まで(土・日・祝日は除く)
場　　所　各県保健所
必要書類　申請書、医療意見書、健康保険証の写し、受診者の加入する公的医
　　　　　療保険（健康保険）の被保険者の市町村・県民税課税（非課税）証
　　　　　明書など
　　　　　※お持ちの受給者証に記載の住所地を管轄する保健所から申請に必
　　　　　　要な書類が郵送されます（医療意見書は同封しません。指定医に
　　　　　　依頼してください）。
問 合 せ　東松山保健所　 ２２－０２８０

埼玉県立東松山特別支援学校
　  『夏祭り』開催！！
日　時　７月２０日（金）
　　　　午後４時～５時３０分
場　所　東松山特別支援学校　体育館
内　容　出し物、模擬店など
問合せ　埼玉県立東松山特別支援学校
　　　　　 ２４－２６１１

  今年の夏も大当たりを狙いすませ！
サマージャンボ宝くじは　１等
・前後賞合わせて７億円！！
～サマージャンボミニ7000万円
と同時発売～

　この宝くじの収益金は、市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われます。
【サマージャンボ】
１等　　５億円×２１本
前後賞各１億円×４２本
（発売総額６３０億円・２１ユニット
　の場合）
【サマージャンボミニ】
１等　　 5,000万円×５０本
前後賞各 1,000万円×１００本
（発売総額３００億円・１０ユニット
　の場合）
※今年のサマージャンボは、賞金が充
　実し、魅力ＵＰ！
　・サマージャンボ宝くじ
　　新たに、３等１００万円
　　　　　　４等１０万円を設定
　・サマージャンボミニ
　　新たに、３等１００万円
　　　　　　５等１万円
　　　　　　夏祭りミニ賞２万円を設定
発売期間　7月9日（月）
　　　　　　　　～8月3日（金）
抽 選 日　8月14日（火）
支払開始日　8月20日（月）
�昨年のサマージャンボ宝くじ（第7
23回全国自治宝くじ）、サマージャン
ボミニ1億円（第724回全国自治宝くじ）
およびサマージャンボプチ100万円

（第725回全国自治宝くじ）の時効
（平成30年8月24日（金））が迫って
おりますのでお忘れなく！


